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はじめに

　福岡市教育委員会では、令和元年度に「第２次福岡市教育振興基本計画」を策定し、教育
施策を推進してきました。

　この計画の期間中には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大と国際情勢の不安定化と
いう予測困難な時代の象徴ともいうべき事態が発生し、市民生活に大きな影響がもたらさ
れるとともに、学校教育も様々な制約を余儀なくされました。
　また、少子高齢化の進展、地域や世代間のつながりの希薄化などの社会環境の変化に加
え、人々の価値観の多様化やＩＣＴ環境整備の急速な進展など、子どもや学校を取り巻く環
境は大きく変化しています。

　このような中にあっても、福岡市の子どもたちが様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人
生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となるためには、教育が果たすべき役割は一層重
みを増していることから、福岡市における教育のさらなる充実を図るべく、新たに「第３次
福岡市教育振興基本計画」を策定しました。
　本計画では、目指す人間像を「自分の可能性を信じ、様々な変化や困難に主体的に向き
合い、他者と力を合わせ、豊かな人生やよりよい社会を切り拓く人」と定め、その目指す人
間像に向かって成長するために身に付けてほしい力として、「自ら学ぶ力」、「他者と協働す
る力」、「未来をつくる力」を掲げています。
　これらの力は、社会の中で自分の役割を果たしながら、将来にわたって自分らしい生き
方を実現していく原動力になるものと考えています。

　今後５年間にわたり、本計画に基づき教育施策を推進していくにあたっては、学校や
教育委員会はもとより、家庭や地域・社会の多様な主体がそれぞれの役割と責任を理解
したうえで、連携・協力のもとに取り組んでいくことが不可欠です。子どもに関わるすべ
ての関係者の皆様、市民の皆様におかれては、引き続きご理解とご支援を賜りますよう、
心よりお願い申し上げます。

　最後に、本計画を策定するにあたり、ご尽力いただきました策定検討委員会の委員の皆
様をはじめ、関係各位に心から感謝を申し上げます。

令和７年６月
福岡市教育委員会

はじめに
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　教育は、子どもたち一人ひとりの能力を伸ばしつつ、社会において自立的に生きる基礎を
培うものであり、子どもたちが将来にわたって幸福な生活を営んでいくうえで不可欠なもの
です。また、将来の福岡市やこの国を担っていく人材を育てていくという使命もあり、教育の
重要性はどのような時代にあっても変わることはありません。

　福岡市教育委員会では、平成12年７月に「教育改革プログラム」を策定し、これに基づき21
世紀を生きる子どもたちを健やかに育むため、学校教育を中心として、家庭や地域と連携し
た教育環境の実現に向け教育改革に取り組んできました。

　その後、福岡市における初めての教育振興基本計画となる「新しいふくおかの教育計画～
『改革』と『共育創造』～」を平成21年６月に、「第２次福岡市教育振興基本計画」を令和元年
６月に策定し、これらの計画に掲げる「目指す子ども像」の実現に向け、施策・取組みを推進し
てきました。

　第２次福岡市教育振興基本計画の期間中には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を
はじめ、グローバル化や少子高齢化の進展、国際情勢の不安定化など、社会が急速な変化を
遂げています。

　このような時代の中で、子どもたちへの教育を一層充実していくため、社会情勢の変化や
国の動向、福岡市がこれまで進めてきた取組みの成果・課題を踏まえ、「目指す人間像」や子
どもたちに「身に付けてほしい力」を明らかにし、これからの福岡市の教育が進むべき方向
性を示す指針として「第３次福岡市教育振興基本計画（以下「本計画」という。）」を策定します。

１　計画策定の趣旨目次
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４　第２次福岡市教育振興基本計画における取組み及び成果・課題　　　　　　　　　　　　　　　
（1） 学びの姿・学力…………………………………………………………………………
（2） 豊かな心・健やかな体…………………………………………………………………
（3） いじめ・不登校…………………………………………………………………………
（4） 特別支援教育……………………………………………………………………………
（5） 高校教育…………………………………………………………………………………
（6） 教育環境整備……………………………………………………………………………
（7） 学校と地域・家庭等の連携……………………………………………………………
（8） 教職員……………………………………………………………………………………

（1） 目指す人間像……………………………………………………………………………
（2） 身に付けてほしい力……………………………………………………………………
（3） 基本方針…………………………………………………………………………………
（4） 計画推進にあたっての共通の視点……………………………………………………

５  基本的な考え方　

（1） 施策体系図………………………………………………………………………………
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施策５　教員の確保及び資質・能力の向上…………………………………………
施策６　教員が子どもと向き合い、チームとして対応できる環境づくり………
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２　計画の枠組み ３　国の動向

４　第２次福岡市教育振興基本計画における
　　取組み及び成果・課題

　本計画は、教育基本法に規定される「地方公共団体における教育の振興のための施
策に関する基本的な計画」として策定します。

①　法的位置づけ
2020年代を通じて実現を目指す学校教育を「令和の日本型学校教育」とし、その姿を

「全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学び」としています。
また、「令和の日本型学校教育」における教職員の姿は、「子供一人一人の学びを最大限
に引き出す教師としての役割を果たしている。その際、子供の主体的な学びを支援する
伴走者としての能力も備えている。」とされています。

2040年以降の社会を見据えた教育政策の在り方を示すものとして策定されました。
　総括的な基本方針として「持続可能な社会の創り手の育成」及び「日本社会に根差し
たウェルビーイングの向上」を掲げ、その下に「グローバル化する社会の持続的な発展に
向けて学び続ける人材の育成」、「誰一人取り残されず、全ての人の可能性を引き出す共
生社会の実現に向けた教育の推進」など、５つの基本的方針を定めたうえで、16の基本
施策が示されています。

●「令和の日本型学校教育」の構築を目指して（令和３年１月中央教育審議会答申）

●第４期教育振興基本計画（令和５年６月閣議決定）

　第２次福岡市教育振興基本計画を策定
後、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大により、社会全般にわたって対策が講
じられ、学校教育においても臨時休業措
置をはじめとした様々な制約を余儀なく
されるなど、計画策定時には想定できな
かった多大な影響が生じました。 
　そのような中においても、感染拡大の
防止と学びの継続の両立に向けてオン
ライン授業や動画教材を活用するなど、
様々な取組みを行ってきており、「学校に
行くのは楽しいと思う」1と回答した児童
生徒の割合は平成29年度より上昇して
います。

　市立学校（小学校・中学校・特別支援学校・高等学校）における取組みを中心とし、子ども
たちをともに育む家庭・地域等の取組みも含めた、教育に関わる分野を範囲とします。

　令和７(2025)年度から令和11(2029)年度までの５年間とします。

　本計画の進行管理は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第１項の規定に
基づき毎年度実施する「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価」により
行います。　

　令和元年度に策定した「第２次福岡市教育振興基本計画」の成果や課題を踏まえ、また、
国の第４期教育振興基本計画を参酌し、本市の教育分野の指針となる計画として策定しま
す。個別具体の事業や取組みについては、毎年度策定する教育委員会運営方針で示してい
きます。
　福岡市政全般にわたる「福岡市基本構想」、「福岡市基本計画」、「政策推進プラン」との
整合性を図るとともに、子どもや保健・福祉など本計画と関連する各分野の個別計画や施
策と連携を図りながら、施策を推進していきます。

②　本市における位置づけ

（１）　計画の位置づけ

（２）　計画の範囲

（３）　計画の期間

（４）　計画の進行管理

1     「学校に行くのは楽しいと思う」に肯定的に回答した児童生徒の割合（生活習慣・学習定着度調査）
     平成29年度は小４、小５、中１、中２が対象。令和３年度以降は全学年が対象
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２　計画の枠組み ３　国の動向

４　第２次福岡市教育振興基本計画における
　　取組み及び成果・課題

　本計画は、教育基本法に規定される「地方公共団体における教育の振興のための施
策に関する基本的な計画」として策定します。

①　法的位置づけ
2020年代を通じて実現を目指す学校教育を「令和の日本型学校教育」とし、その姿を

「全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学び」としています。
また、「令和の日本型学校教育」における教職員の姿は、「子供一人一人の学びを最大限
に引き出す教師としての役割を果たしている。その際、子供の主体的な学びを支援する
伴走者としての能力も備えている。」とされています。

2040年以降の社会を見据えた教育政策の在り方を示すものとして策定されました。
　総括的な基本方針として「持続可能な社会の創り手の育成」及び「日本社会に根差し
たウェルビーイングの向上」を掲げ、その下に「グローバル化する社会の持続的な発展に
向けて学び続ける人材の育成」、「誰一人取り残されず、全ての人の可能性を引き出す共
生社会の実現に向けた教育の推進」など、５つの基本的方針を定めたうえで、16の基本
施策が示されています。

●「令和の日本型学校教育」の構築を目指して（令和３年１月中央教育審議会答申）

●第４期教育振興基本計画（令和５年６月閣議決定）

　第２次福岡市教育振興基本計画を策定
後、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大により、社会全般にわたって対策が講
じられ、学校教育においても臨時休業措
置をはじめとした様々な制約を余儀なく
されるなど、計画策定時には想定できな
かった多大な影響が生じました。 
　そのような中においても、感染拡大の
防止と学びの継続の両立に向けてオン
ライン授業や動画教材を活用するなど、
様々な取組みを行ってきており、「学校に
行くのは楽しいと思う」1と回答した児童
生徒の割合は平成29年度より上昇して
います。

　市立学校（小学校・中学校・特別支援学校・高等学校）における取組みを中心とし、子ども
たちをともに育む家庭・地域等の取組みも含めた、教育に関わる分野を範囲とします。

　令和７(2025)年度から令和11(2029)年度までの５年間とします。

　本計画の進行管理は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第１項の規定に
基づき毎年度実施する「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価」により
行います。　

　令和元年度に策定した「第２次福岡市教育振興基本計画」の成果や課題を踏まえ、また、
国の第４期教育振興基本計画を参酌し、本市の教育分野の指針となる計画として策定しま
す。個別具体の事業や取組みについては、毎年度策定する教育委員会運営方針で示してい
きます。
　福岡市政全般にわたる「福岡市基本構想」、「福岡市基本計画」、「政策推進プラン」との
整合性を図るとともに、子どもや保健・福祉など本計画と関連する各分野の個別計画や施
策と連携を図りながら、施策を推進していきます。

②　本市における位置づけ

（１）　計画の位置づけ

（２）　計画の範囲

（３）　計画の期間

（４）　計画の進行管理

1     「学校に行くのは楽しいと思う」に肯定的に回答した児童生徒の割合（生活習慣・学習定着度調査）
     平成29年度は小４、小５、中１、中２が対象。令和３年度以降は全学年が対象

計画の枠組み・国の動向・第２次福岡市教育振興基本計画における取組み及び成果・課題
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● １人１台端末の早期導入や児童生徒数に応じた通信回線の整備などＩＣＴ2環境の整
    備を推進
● 小中学校全学年で35人以下学級を実施
● 学習指導員の配置やふれあい学び舎事業などを実施
● 小学校５、６年生、中学校、特別支援学校にネイティブスピーカー（外国人英語指導講師）
　 を派遣し、小学校３、４年生にゲストティーチャー（英語）を配置
● 公立夜間中学「福岡きぼう中学校」を開校

（１）　学びの姿・学力

（２）　豊かな心・健やかな体

主な取組み

● 学校司書７の配置や学校図書館支援センターによる専門的支援を推進
● 小学校では「夢の課外事業」や「職業探求プログラム」を、中学校では「未来を切り拓く
　 ワークショップ」や「職場体験学習」を実施
● 自然教室を令和３年度から再開
● 改訂した人権教育指導の手引きに基づき各学校において人権教育を計画的に推進
● 学校水泳指導における民間プール等の活用モデル事業を実施

主な取組み

成果と課題　※「初期値」及び「目標値」は、第２次計画の評価指標のもの

　「協働的な学習の状況」3は目標値に達し、「児童生徒の授業内容に関する理解度」4 のうち、
国語は初期値より上昇していますが、算数・数学は初期値と同程度で推移しています。「学力の
状況」5は中学校３年生の数学は初期値より上昇していますが、それ以外は低下しています。
　「生徒の英語能力の状況」6は初期値から若干低下していますが、全国平均を大きく上回って
います。

  2　情報通信技術（Information and Communication Technologyの略）。情報処理及び情報通信、パソコンや
  ネットワーク関連の諸分野における技術・産業・設備・サービスなどの総称
  3　「学級の友達との間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりすることができる」に肯定的に回答した
　　児童生徒の割合(生活習慣・学習定着度調査)
  4　「国語、算数・数学の授業の内容がよくわかるか」に肯定的に回答した児童生徒の割合(生活習慣・学習定着度調査)
  5　国語、算数・数学の正答率が、全国平均正答率を上回っている児童生徒の割合(全国学力・学習状況調査)
  6　英検３級相当以上の中学校３年生の割合（英検ＩＢＡ）
  7　学校図書館の環境整備、図書資料の分類・整理、図書選定、読書案内などを行い、子どもの読書活動の活性化を図る職員

　児童生徒の「自尊感情の状況」8や「規範意識の状況」9は概ね向上し、「思いやりや人権意
識の状況」10については目標値に達していますが、児童生徒の「将来の夢や目標の状況」11は
初期値より低下しています。
　児童生徒の「読書活動への意識」12は初期値より低下し、「１か月の読書量」は初期値と同
程度で推移しています。
　「体力運動能力の状況」13については、小学校は初期値と同程度で推移し、中学校では初
期値より低下しています。「運動習慣の状況」14は小中学校ともに初期値より低下しています。

（３）　いじめ・不登校

成果と課題　※「初期値」及び「目標値」は、第２次計画の評価指標のもの

　積極的な認知が進んだことにより、いじめの認知件数は増加し、コロナ下による生活リズ
ムの乱れ等により、不登校児童生徒21数は増加しています。
　児童生徒の「いじめに対する意識」22は目標達成に向けて順調に推移していますが、「不登
校児童生徒の復帰率」は初期値より低下しており、復帰までに期間を要するケースが増加し
ています。

成果と課題　※「初期値」は、第２次計画の評価指標のもの

● Ｑ－Ｕアンケート15を小中学校の全学年に拡大
● スクールカウンセラー16、スクールソーシャルワーカー17などの専門スタッフの配置拡充、   
    教育支援員18の配置、ＳＮＳの活用など教育相談・支援体制を充実
● 学校ネットパトロールによるネット上の問題のある書き込み等への対応を実施
● 教育支援センター19（校外適応指導教室）を増設して全区に設置するとともに、令和７年
    度の「学びの多様化学校」20の開校に向けた教育課程等の検討や施設整備に着手

主な取組み

 8　「自分にはよいところがあると思う」に肯定的に回答した児童生徒の割合(全国学力・学習状況調査)
 9　「学校のきまりを守っている」に肯定的に回答した児童生徒の割合(全国学力・学習状況調査)
10  「人が困っているときに助けています」に肯定的に回答した児童生徒の割合(生活習慣・学習定着度調査)
11  「将来の夢や目標を持っていますか」に肯定的に回答した児童生徒の割合(全国学力・学習状況調査）
12  「読書が好きですか」に肯定的に回答した児童生徒の割合(生活習慣・学習定着度調査)
13   総合得点の全国平均を50とした場合の福岡市の児童生徒の値(体力・運動能力調査）
14  「1週間の総運動時間が60分未満」の児童生徒の割合（体力・運動能力調査）
15   学校生活における児童生徒個々の意欲や満足度及び学級集団の状態を質問紙によって測定するもの
16   学校において、子どもの悩みを聞いたり教員・保護者への相談相手となるなど、心理学的見地から指導・助言・援助を
　  行う職員
17   子どもを取り巻く環境（学校、地域社会、家庭等）と子どもの間に位置し、子どもたちが日々の生活の中で出会う様々な
     困難を、様々な環境に働きかけながら子どもの側に立って解決する職員
18   クラスに入りづらい児童が落ち着いて自分にあったペースで学習・生活できるよう見守りを行う有償ボランティア
19   様々な理由により不登校の状況にある子どもたちに対し、体験活動や学習活動などの様々な活動を通して、社会的自
     立に向けた支援を行う機関
20   不登校児童生徒等を対象とする特別の教育課程を編成して教育を行う学校
21   長期欠席者（年間30日以上の欠席者）のうち「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、子
     どもが登校しないあるいはしたくてもできない状況」にある児童生徒。ただし、病気や経済的な理由による者を除く。
22  「いじめはどんな理由があってもいけないことだと思いますか」に肯定的に回答した児童生徒の割合(全国学力・学習
     状況調査)

第２次福岡市教育振興基本計画における取組み及び成果・課題
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● １人１台端末の早期導入や児童生徒数に応じた通信回線の整備などＩＣＴ2環境の整
    備を推進
● 小中学校全学年で35人以下学級を実施
● 学習指導員の配置やふれあい学び舎事業などを実施
● 小学校５、６年生、中学校、特別支援学校にネイティブスピーカー（外国人英語指導講師）
　 を派遣し、小学校３、４年生にゲストティーチャー（英語）を配置
● 公立夜間中学「福岡きぼう中学校」を開校

（１）　学びの姿・学力

（２）　豊かな心・健やかな体

主な取組み

● 学校司書７の配置や学校図書館支援センターによる専門的支援を推進
● 小学校では「夢の課外事業」や「職業探求プログラム」を、中学校では「未来を切り拓く
　 ワークショップ」や「職場体験学習」を実施
● 自然教室を令和３年度から再開
● 改訂した人権教育指導の手引きに基づき各学校において人権教育を計画的に推進
● 学校水泳指導における民間プール等の活用モデル事業を実施

主な取組み

成果と課題　※「初期値」及び「目標値」は、第２次計画の評価指標のもの

　「協働的な学習の状況」3は目標値に達し、「児童生徒の授業内容に関する理解度」4 のうち、
国語は初期値より上昇していますが、算数・数学は初期値と同程度で推移しています。「学力の
状況」5は中学校３年生の数学は初期値より上昇していますが、それ以外は低下しています。
　「生徒の英語能力の状況」6は初期値から若干低下していますが、全国平均を大きく上回って
います。

  2　情報通信技術（Information and Communication Technologyの略）。情報処理及び情報通信、パソコンや
  ネットワーク関連の諸分野における技術・産業・設備・サービスなどの総称
  3　「学級の友達との間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりすることができる」に肯定的に回答した
　　児童生徒の割合(生活習慣・学習定着度調査)
  4　「国語、算数・数学の授業の内容がよくわかるか」に肯定的に回答した児童生徒の割合(生活習慣・学習定着度調査)
  5　国語、算数・数学の正答率が、全国平均正答率を上回っている児童生徒の割合(全国学力・学習状況調査)
  6　英検３級相当以上の中学校３年生の割合（英検ＩＢＡ）
  7　学校図書館の環境整備、図書資料の分類・整理、図書選定、読書案内などを行い、子どもの読書活動の活性化を図る職員

　児童生徒の「自尊感情の状況」8や「規範意識の状況」9は概ね向上し、「思いやりや人権意
識の状況」10については目標値に達していますが、児童生徒の「将来の夢や目標の状況」11は
初期値より低下しています。
　児童生徒の「読書活動への意識」12は初期値より低下し、「１か月の読書量」は初期値と同
程度で推移しています。
　「体力運動能力の状況」13については、小学校は初期値と同程度で推移し、中学校では初
期値より低下しています。「運動習慣の状況」14は小中学校ともに初期値より低下しています。

（３）　いじめ・不登校

成果と課題　※「初期値」及び「目標値」は、第２次計画の評価指標のもの

　積極的な認知が進んだことにより、いじめの認知件数は増加し、コロナ下による生活リズ
ムの乱れ等により、不登校児童生徒21数は増加しています。
　児童生徒の「いじめに対する意識」22は目標達成に向けて順調に推移していますが、「不登
校児童生徒の復帰率」は初期値より低下しており、復帰までに期間を要するケースが増加し
ています。

成果と課題　※「初期値」は、第２次計画の評価指標のもの

● Ｑ－Ｕアンケート15を小中学校の全学年に拡大
● スクールカウンセラー16、スクールソーシャルワーカー17などの専門スタッフの配置拡充、   
    教育支援員18の配置、ＳＮＳの活用など教育相談・支援体制を充実
● 学校ネットパトロールによるネット上の問題のある書き込み等への対応を実施
● 教育支援センター19（校外適応指導教室）を増設して全区に設置するとともに、令和７年
    度の「学びの多様化学校」20の開校に向けた教育課程等の検討や施設整備に着手

主な取組み

 8　「自分にはよいところがあると思う」に肯定的に回答した児童生徒の割合(全国学力・学習状況調査)
 9　「学校のきまりを守っている」に肯定的に回答した児童生徒の割合(全国学力・学習状況調査)
10  「人が困っているときに助けています」に肯定的に回答した児童生徒の割合(生活習慣・学習定着度調査)
11  「将来の夢や目標を持っていますか」に肯定的に回答した児童生徒の割合(全国学力・学習状況調査）
12  「読書が好きですか」に肯定的に回答した児童生徒の割合(生活習慣・学習定着度調査)
13   総合得点の全国平均を50とした場合の福岡市の児童生徒の値(体力・運動能力調査）
14  「1週間の総運動時間が60分未満」の児童生徒の割合（体力・運動能力調査）
15   学校生活における児童生徒個々の意欲や満足度及び学級集団の状態を質問紙によって測定するもの
16   学校において、子どもの悩みを聞いたり教員・保護者への相談相手となるなど、心理学的見地から指導・助言・援助を
　  行う職員
17   子どもを取り巻く環境（学校、地域社会、家庭等）と子どもの間に位置し、子どもたちが日々の生活の中で出会う様々な
     困難を、様々な環境に働きかけながら子どもの側に立って解決する職員
18   クラスに入りづらい児童が落ち着いて自分にあったペースで学習・生活できるよう見守りを行う有償ボランティア
19   様々な理由により不登校の状況にある子どもたちに対し、体験活動や学習活動などの様々な活動を通して、社会的自
     立に向けた支援を行う機関
20   不登校児童生徒等を対象とする特別の教育課程を編成して教育を行う学校
21   長期欠席者（年間30日以上の欠席者）のうち「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、子
     どもが登校しないあるいはしたくてもできない状況」にある児童生徒。ただし、病気や経済的な理由による者を除く。
22  「いじめはどんな理由があってもいけないことだと思いますか」に肯定的に回答した児童生徒の割合(全国学力・学習
     状況調査)

第２次福岡市教育振興基本計画における取組み及び成果・課題
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（６）　教育環境整備　

主な取組み

成果と課題　※「初期値」は、第２次計画の評価指標のもの

　　トイレの洋式化については、目標達成に向けて着実に進捗しています。
　　「子どもを地域ではぐくむという意識の状況」29については、初期値より低下しています。

（７）　学校と地域・家庭等の連携　

　「学校情報の公開状況」32は初期値より上昇しており、「地域人材の活用」33は初期値より低下
しています。
　「基本的生活習慣の育成に対する意識」34は初期値より低下しています。

●学生サポーター制度30の活用や学校サポーター会議31の活動を継続実施するとともに、
学校の情報を公開するため、学校ホームページを充実

●家庭の教育力向上に向けてＰＴＡと連携した事業やＮＰＯと協働した不登校児童生徒
の保護者を支援する事業等を実施するとともに、地域において自主的・組織的に学習
活動に取り組む団体を育成・支援

主な取組み

成果と課題　※「初期値」は、第２次計画の評価指標のもの

● 特別支援学校高等部の新設、特別支援学級及び通級指導教室の増級などに取り組むとと
もに、学校生活支援員23の配置拡充やスクールバスの増便・乗車対象の拡大などニーズ
に応じた支援を充実

● 看護師を配置し、小中学校で医療的ケアが必要な児童生徒を受け入れるとともに、保護    
者の負担軽減のため、試行的に通学支援を開始

成果と課題　※「初期値」は、第２次計画の評価指標のもの

● 計画的な改修の実施や建替えに着手するとともに、定期点検に基づく校舎や附帯設備の
　 整備を実施
● 小中学校の特別教室の空調整備は完了し、トイレの洋式化を計画的に実施
● 学校規模適正化については、学校の分離新設や増築など、教育環境の課題解決に向けた
　 取組みを推進
● 通学路の点検・安全対策を実施するとともに、スクールガード28による登下校の見守りを実施

主な取組み

（４）　特別支援教育

　特別な支援を要する児童生徒数は増加傾向にあります。
　「児童生徒への個別の支援」24、「組織的な支援体制の充実」25は初期値より上昇していま
す。
 「就労率」26については、５月時点で就労を希望した生徒が対象ですが、進路希望が多様化
し、職場実習の結果、就労移行支援事業所等に進み、数年後の就労を目指すなど進路を変
更する生徒が増加しており、初期値より低下しています。

　「志願倍率の状況」27は初期値より低下していますが、「進路希望の実現に対する満足度
（生徒）」は初期値を超え、９割近い数値となっています。

（５）　高校教育

● 大学との連携など各学校の特色に応じた教育活動を推進。受験生の多様なニーズに応え
るために特色化選抜を導入

● 専門学科を有する高等学校について、有識者会議を設置し、育成する人材、設置学科、教
育内容等のあり方について検討を開始

主な取組み

成果と課題　※「初期値」は、第２次計画の評価指標のもの

23　小・中学校において様々な配慮を必要とする児童生徒に対して、学校生活上の支援や学習活動上の支援、学習発表会
等学校行事における介助等を行う職員

24　「個別の教育支援計画及び個別の指導計画に沿った支援が行われるとともに、適切に引き継ぎができているか」に
「はい」と回答した学校の割合(福岡市教育委員会調査)

25　「校内支援委員会で具体的な支援方法が決定されているか」に「はい」と回答した学校の割合(福岡市教育委員会調
査)

26　知的障がい特別支援学校高等部３年生で就労を希望している生徒（５月時点）の卒業時における、一般企業と就労継
続支援A型事業所への就労率

27　志願倍率が県立高等学校平均倍率未満の学科数（全14学科）

28　学校や通学路等での巡回パトロールや危険箇所の監視など、子どもたちを見守る学校安全ボランティア
29　「地域の人たちは、子どもたちの登下校時や道であったときに声かけをしているか」に肯定的に回答した教員・保護者
の割合(教育意識調査）

30　福岡市教育委員会と協定を結んだ大学から派遣される学生を、市立学校で受け入れ、教員の補助として、授業や学校
行事など、様々な教育活動に参加してもらう制度

31　開かれた学校づくりを推進するとともに、学校教育の活性化を図るため、国の学校評議員制度（学校教育法施行規則
第49条）の福岡市版として設置するもの。学校の教育活動や学校行事、子どもたちの生活の様子等について協議する。

32　「学校ホームページなどで学校情報を積極的に公開しているか」に肯定的に回答した教員・保護者の割合(教育意識調
査)

33　「地域の人材や施設などを活かした教育を工夫している」に肯定的に回答した教員の割合(教育意識調査)
34　「家庭で子どもに対して、早寝早起きなどの規則正しい生活をさせているか」に肯定的に回答した保護者の割合(教
育意識調査）

第２次福岡市教育振興基本計画における取組み及び成果・課題
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（６）　教育環境整備　

主な取組み

成果と課題　※「初期値」は、第２次計画の評価指標のもの

　　トイレの洋式化については、目標達成に向けて着実に進捗しています。
　　「子どもを地域ではぐくむという意識の状況」29については、初期値より低下しています。

（７）　学校と地域・家庭等の連携　

　「学校情報の公開状況」32は初期値より上昇しており、「地域人材の活用」33は初期値より低下
しています。
　「基本的生活習慣の育成に対する意識」34は初期値より低下しています。

●学生サポーター制度30の活用や学校サポーター会議31の活動を継続実施するとともに、
学校の情報を公開するため、学校ホームページを充実

●家庭の教育力向上に向けてＰＴＡと連携した事業やＮＰＯと協働した不登校児童生徒
の保護者を支援する事業等を実施するとともに、地域において自主的・組織的に学習
活動に取り組む団体を育成・支援

主な取組み

成果と課題　※「初期値」は、第２次計画の評価指標のもの

● 特別支援学校高等部の新設、特別支援学級及び通級指導教室の増級などに取り組むとと
もに、学校生活支援員23の配置拡充やスクールバスの増便・乗車対象の拡大などニーズ
に応じた支援を充実

● 看護師を配置し、小中学校で医療的ケアが必要な児童生徒を受け入れるとともに、保護    
者の負担軽減のため、試行的に通学支援を開始

成果と課題　※「初期値」は、第２次計画の評価指標のもの

● 計画的な改修の実施や建替えに着手するとともに、定期点検に基づく校舎や附帯設備の
　 整備を実施
● 小中学校の特別教室の空調整備は完了し、トイレの洋式化を計画的に実施
● 学校規模適正化については、学校の分離新設や増築など、教育環境の課題解決に向けた
　 取組みを推進
● 通学路の点検・安全対策を実施するとともに、スクールガード28による登下校の見守りを実施

主な取組み

（４）　特別支援教育

　特別な支援を要する児童生徒数は増加傾向にあります。
　「児童生徒への個別の支援」24、「組織的な支援体制の充実」25は初期値より上昇していま
す。
 「就労率」26については、５月時点で就労を希望した生徒が対象ですが、進路希望が多様化
し、職場実習の結果、就労移行支援事業所等に進み、数年後の就労を目指すなど進路を変
更する生徒が増加しており、初期値より低下しています。

　「志願倍率の状況」27は初期値より低下していますが、「進路希望の実現に対する満足度
（生徒）」は初期値を超え、９割近い数値となっています。

（５）　高校教育

● 大学との連携など各学校の特色に応じた教育活動を推進。受験生の多様なニーズに応え
るために特色化選抜を導入

● 専門学科を有する高等学校について、有識者会議を設置し、育成する人材、設置学科、教
育内容等のあり方について検討を開始

主な取組み

成果と課題　※「初期値」は、第２次計画の評価指標のもの

23　小・中学校において様々な配慮を必要とする児童生徒に対して、学校生活上の支援や学習活動上の支援、学習発表会
等学校行事における介助等を行う職員

24　「個別の教育支援計画及び個別の指導計画に沿った支援が行われるとともに、適切に引き継ぎができているか」に
「はい」と回答した学校の割合(福岡市教育委員会調査)

25　「校内支援委員会で具体的な支援方法が決定されているか」に「はい」と回答した学校の割合(福岡市教育委員会調
査)

26　知的障がい特別支援学校高等部３年生で就労を希望している生徒（５月時点）の卒業時における、一般企業と就労継
続支援A型事業所への就労率

27　志願倍率が県立高等学校平均倍率未満の学科数（全14学科）

28　学校や通学路等での巡回パトロールや危険箇所の監視など、子どもたちを見守る学校安全ボランティア
29　「地域の人たちは、子どもたちの登下校時や道であったときに声かけをしているか」に肯定的に回答した教員・保護者
の割合(教育意識調査）

30　福岡市教育委員会と協定を結んだ大学から派遣される学生を、市立学校で受け入れ、教員の補助として、授業や学校
行事など、様々な教育活動に参加してもらう制度

31　開かれた学校づくりを推進するとともに、学校教育の活性化を図るため、国の学校評議員制度（学校教育法施行規則
第49条）の福岡市版として設置するもの。学校の教育活動や学校行事、子どもたちの生活の様子等について協議する。

32　「学校ホームページなどで学校情報を積極的に公開しているか」に肯定的に回答した教員・保護者の割合(教育意識調
査)

33　「地域の人材や施設などを活かした教育を工夫している」に肯定的に回答した教員の割合(教育意識調査)
34　「家庭で子どもに対して、早寝早起きなどの規則正しい生活をさせているか」に肯定的に回答した保護者の割合(教
育意識調査）

第２次福岡市教育振興基本計画における取組み及び成果・課題
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（８）　教職員

主な取組み

成果と課題　※「初期値」は、第２次計画の評価指標のもの

● 資質ある優秀な人材の確保のため、近隣大学と連携し、教員養成に取り組むとともに、実践
力を重視した特別選考を実施

● 部活動指導員35やスクール・サポート・スタッフ36など多様な支援スタッフの配置・拡充や、自
動音声メッセージ機能付き電話の整備、学校の庶務事務システムの構築、デジタル採点シス
テム・高機能複合機の導入を行うとともに、11時間の勤務間インターバル制度の導入によ
る意識改革に取り組むなど、教員の負担を軽減

● 経験年数に応じた研修やＩＣＴ活用指導力の向上に向けた研修等を実施するとともに、モデ
ル校においてＩＣＴを活用した教育実践事例を創出し、全校に展開

● 不祥事防止に関する研修を全学校で実施

５　基本的な考え方

●計画の全体像

目指す人間像（こんな人になってほしい）

具体的な取組みの方向性

● Well-being (ウェルビーイング)　　
● ＤＸ （デジタルトランスフォーメーション）

自分の可能性を信じ、様々な変化や困難に主体的に向き合い、
他者と力を合わせ、豊かな人生やよりよい社会を切り拓く人

教員の資質・意欲
の向上

子どもを主体とした
学びの推進

地域連携の推進・
家庭教育の支援

多様な教育ニーズ
への対応

安全・安心な
教育環境の整備

35  部活動の技術的指導や大会への引率等を行う職員
36  教員が一層児童生徒への指導や教材研究等に注力できるよう、教員の業務の支援に従事し、負担軽減を図る支援
  スタッフ

37  「教員が子どもと接する時間が確保されているか」に肯定的に回答した教員の割合(教育意識調査）
38  「公務員倫理や服務義務について、十分に理解している」に「そう思う」と回答した教職員の割合(福岡市教育委員会調査）

　「教員採用試験の受験者の状況（教員採用試験の競争率）」は初期値より低下しています
が、「教員が子どもと向き合う時間の確保の状況」37及び「倫理意識の状況」38については、初
期値より上昇しています。

身に付けてほしい力

基本方針
（大切にしていくこと）

計画推進にあたっての共通の視点

施策

他者と協働する力

未来をつくる力

自ら学ぶ力

第２次福岡市教育振興基本計画における取組み及び成果・課題・基本的な考え方
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（８）　教職員

主な取組み

成果と課題　※「初期値」は、第２次計画の評価指標のもの

● 資質ある優秀な人材の確保のため、近隣大学と連携し、教員養成に取り組むとともに、実践
力を重視した特別選考を実施

● 部活動指導員35やスクール・サポート・スタッフ36など多様な支援スタッフの配置・拡充や、自
動音声メッセージ機能付き電話の整備、学校の庶務事務システムの構築、デジタル採点シス
テム・高機能複合機の導入を行うとともに、11時間の勤務間インターバル制度の導入によ
る意識改革に取り組むなど、教員の負担を軽減

● 経験年数に応じた研修やＩＣＴ活用指導力の向上に向けた研修等を実施するとともに、モデ
ル校においてＩＣＴを活用した教育実践事例を創出し、全校に展開

● 不祥事防止に関する研修を全学校で実施

５　基本的な考え方

●計画の全体像

目指す人間像（こんな人になってほしい）

具体的な取組みの方向性

● Well-being (ウェルビーイング)　　
● ＤＸ （デジタルトランスフォーメーション）

自分の可能性を信じ、様々な変化や困難に主体的に向き合い、
他者と力を合わせ、豊かな人生やよりよい社会を切り拓く人

教員の資質・意欲
の向上

子どもを主体とした
学びの推進

地域連携の推進・
家庭教育の支援

多様な教育ニーズ
への対応

多様な教育ニーズ
への対応

多様な教育ニーズ
への対応への対応への対応

多様な教育ニーズ
への対応

多様な教育ニーズ多様な教育ニーズ多様な教育ニーズ多様な教育ニーズ
への対応

多様な教育ニーズ
への対応

多様な教育ニーズ
への対応

多様な教育ニーズ
への対応

多様な教育ニーズ多様な教育ニーズ
への対応への対応への対応

多様な教育ニーズ
への対応への対応への対応への対応への対応

多様な教育ニーズ多様な教育ニーズ
への対応

多様な教育ニーズ
への対応への対応への対応への対応への対応

多様な教育ニーズ
への対応
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　子どもたちが「自ら学ぶ力」、「他者と協働する力」、「未来をつくる力」を身に付けていくた
めには、子どもを主体とした学びを推進するとともに、多様な教育ニーズに対応していく必要
があります。
　また、このような学びを実現していくためには、資質・意欲のある教員、安全・安心な教育環
境、家庭・地域等との連携などが求められます。

　確かな学力、豊かな心、健やかな体の育成をより確かなものにしていくためには、受動
的な学びから､自ら問いや目標を持ち、試行錯誤しながら学びを調整し、解決し、次の学び
に向かう自律的な学びへと転換していく必要があります。
　そのためには、教員は学習者主体の視点を意識し、子ども一人ひとりの可能性を引き出
し、学びを支える伴走者としての役割を果たすことが求められます。学びに必要な人や空
間・時間などを整えていくことで、子どもを主体とした学びを推進します。

①　子どもを主体とした学びの推進

　将来の予測が困難な時代においては、自らの未来は自らの手でつくり出していくこと
が求められます。
　そのためには、自ら学んだことや、他者と協働して得た経験を基に、なりたい自分を
想い描き、その実現に向けて学校、家庭などの身の回りや社会の変化を自分事として
前向きに受け止め、失敗を恐れずに新しいことに挑戦する意志を持ち続け、行動に移し
ていくことが必要です。

　社会の変化を乗り越えていくためには、指示を受けて行動するだけではなく、主体的に
意欲を持ってものごとに関わることが大切です。
　そのためには、自ら問いや目標を持ち、見通しや計画を立て、学びの方法や環境（人・空
間・時間）を選び、追究・解決し、自ら学んだことを振り返り、新たな学びにつなげていくこ
とが必要です。

①　自ら学ぶ力

　社会を生き抜いていくためには、周りの人と話し合い、協力してよりよい解決策を探し
ながら行動することが大切です。
　そのためにも、まずは、自分が地域社会の一員であるという自覚を持ち、多様な人々と
関わり、自分のことを理解し、自分と異なる他者についてもよく知り、尊重することが大切
です。そのうえで、異なる意見がある中でも合意形成を図り、納得のいく解決策を見つけ
られるようになることが求められます。

②　他者と協働する力

③　未来をつくる力

（２）　身に付けてほしい力

（１）　目指す人間像 （３）　基本方針　

子どもを主体とした学びのイメージ図

　現代は、変化が激しく、複雑で将来の予測が困難な時代と言われています。
　このような時代において、福岡市の子どもたちが、未知の環境や変化を前向きに受け止
め、豊かで幸福な人生を送り、持続可能な社会の創り手となることができるよう、目指す人
間像を「自分の可能性を信じ、様々な変化や困難に主体的に向き合い、他者と力を合わせ、
豊かな人生やよりよい社会を切り拓く人」とします。

　福岡市の子どもたちが「目指す人間像」に向かって成長するためには、義務教育９年間を
通して、特に「自ら学ぶ力」、「他者と協働する力」、「未来をつくる力」を身に付けていくこと
が大切です。また、これらの力は、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方
を実現していくために、生涯を通して身に付け、高めていくことが求められます。
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　教員は学校教育の要であり、資質と意欲のある教員が心身ともに充実し、自己を高めな
がら、生き生きと子どもたちと接していることが求められています。
　このため、優れた人材の採用や資質・能力の向上に取り組むとともに、学校における働き
方改革や教員の処遇改善など、教員を取り巻く環境の整備を推進します。
また、質の高い教育を実現し、複雑化・困難化する課題に対応していくため、「チーム学校」39

の推進に取り組みます。

　特別な支援を要する児童生徒や不登校児童生徒、日本語指導を必要とする児童生徒な
ど、多様なニーズを有する児童生徒が、誰一人取り残されず、一人ひとりの可能性を引き出
すことができる教育を実現することが求められています。
　きめ細かな相談体制の充実により個々のニーズを把握するとともに、多様な学びの場を
確保するなど、本人の意思を尊重し、関係機関とも連携しながら、個々の状況に応じた適切
な支援に取り組みます。

②　多様な教育ニーズへの対応

③　教員の資質・意欲の向上

　学校は、子どもにとって学習の場であり生活の場でもあることから、安全・安心を確保し
つつ、新しい時代の学びを実現する場となることが求められています。
　今後も、施設の老朽化等の状況も踏まえながら、教育環境の向上を推進するとともに、学
校・家庭・地域等の連携のもと、社会全体で子どもたちの安全を確保する取組みを進めてい
きます。

④　安全・安心な教育環境の整備

　子どもたちは学校だけでなく、家庭や地域の中で様々な体験をしたり、様々な人たちと関
わったりしながら学び、成長していきます。
　学校や家庭を取り巻く環境が変化している中、学校・家庭・地域等が、教育におけるそれぞ
れの役割と責任を理解したうえで、相互に連携・協力して子どもたちを育んでいくことが求
められています。
　家庭や地域等の力を学校教育活動に積極的に生かしていくため、学校を地域や社会に対
して開き、家庭や地域等との連携・協働や、地域・社会の多様な人材等の活用による教育活
動の充実に取り組みます。また、地域や家庭における教育の支援に取り組みます。

⑤　地域連携の推進・家庭教育の支援

39  校長のリーダーシップの下、カリキュラム、日々の教育活動、学校の資源が一体的にマネジメントされ、教職員や学校内
  の多様な人材が、それぞれの専門性を生かして能力を発揮し、子どもたちに必要な資質・能力を確実に身に付けさせる
  ことができる学校

　基本方針を具体的に施策や事業として推進していくにあたり、特定の分野に限らず、これか
らの時代において求められる視点として「Well-being（ウェルビーイング）」と「ＤＸ（デジタル
トランスフォーメーション）」が挙げられます。

　Well-beingとは、身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福
のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含むものとされて
います。また、個人のみならず、個人を取り巻く場や地域、社会が持続的に良い状態であるこ
とを含む包括的な概念とされています。
　国の第４期教育振興基本計画では、「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」が掲
げられており、その要素としては、幸福感、学校や地域でのつながり、利他性、協働性、自己
肯定感、自己実現などが挙げられ、これらを教育を通じて向上させていくことが重要とされ
ています。
　この考え方は、福岡市の教育を進めていくうえでも重要であり、子どもの権利が尊重さ
れ、子どものWell-beingを向上させるという視点を常に意識する必要があります。
　また、子どものWell-beingを高めるためには、教員のWell-beingを確保することが必
要であり、学校が教員のWell-beingを高める場となることが求められます。

①　Well-being（ウェルビーイング）

　ＤＸとは、「デジタル化でサービスや業務、組織を変革すること」とされています。
　子どもたちの教育の質の向上や、困難を抱える子どもの支援、教員業務の適正化・効率化
など様々な場面において、デジタル化することでよりよい効果や新たな価値を見出すことが
できないかという意識を持つことが必要です。
　なお、デジタルの活用とともに、対面による授業や体験活動の充実も不可欠であり、学習
段階や学習場面、一人ひとりの状況に応じて、これらを最適に組み合わせていくことが求め
られます。

②　ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）

（４）　計画推進にあたっての共通の視点
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　また、子どものWell-beingを高めるためには、教員のWell-beingを確保することが必
要であり、学校が教員のWell-beingを高める場となることが求められます。

①　Well-being（ウェルビーイング）

　ＤＸとは、「デジタル化でサービスや業務、組織を変革すること」とされています。
　子どもたちの教育の質の向上や、困難を抱える子どもの支援、教員業務の適正化・効率化
など様々な場面において、デジタル化することでよりよい効果や新たな価値を見出すことが
できないかという意識を持つことが必要です。
　なお、デジタルの活用とともに、対面による授業や体験活動の充実も不可欠であり、学習
段階や学習場面、一人ひとりの状況に応じて、これらを最適に組み合わせていくことが求め
られます。

②　ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）

（４）　計画推進にあたっての共通の視点

基本的な考え方
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